
 

              国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書  帳簿 認証 
（市販のソフトウェアのうちＪＩＩＭＡの認証を受けているもの） 

 

 
※整理番号  

 （フリガナ） チヨダク カスミガセキ３－１－１ 

住所 又は居所 
（法人の場合） 

本店又は主たる事務所の所在地 

千代田区霞が関３－１－１ 

    （電話番号  ０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ） 

 令和 元年 ９月 30日 
（フリガナ） カスミショウジ カブシキガイシャ 

名称 （屋号） 霞商事 株式会社  

法 人 番 号 

 
    
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ 

麹町 税 務 署 長 殿 
（フリガナ） コクゼイ タロウ 

氏 名 
（法人の場合） 

代 表 者 氏 名 
国税 太郎 ○印   

 （所轄外税務署長） 

 税 務 署 長 殿 
（フリガナ）  チヨダクオオテマチ△―△―△ 

（法人の場合） 
代 表 者 住 所 

千代田区大手町△―△―△ 
 

    （電話番号   ０３－ＹＹＹＹ－ＹＹＹＹ ） 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 

第４条第１項の承認を受けたいので、同法第６条第１項の規定により申請します。 

１  承認を受けようとする国税関係帳簿の種類、備付けを開始する日及び保存場所等 

帳 簿 の 種 類 
備 付 け 開 始 日 

納 税 地 等 及 び 保 存 場 所 

（異なる場合は二段書きで記載） 根 拠 税 法 名 称 等 

法人税法 
消費税法 仕訳帳 ２年 １月 １日 千代田区霞が関３－１－１ 

法人税法 
消費税法 総勘定元帳 ２年 １月 １日 同上 

法人税法 
消費税法 経費帳 ２年 １月 １日 同上 

法人税法 
消費税法 売上帳 ２年 １月 １日 同上 

法人税法 
消費税法 仕入帳 ２年 １月 １日 同上 

  年  月  日  

  年  月  日  

２  ＪＩＩＭＡにより認証された国税関係帳簿の作成・保存に使用するプログラム(ソフトウェア)の概要 

認 証 番 号 ●●●●●●－●● 

プ ロ グ ラ ム 

(ソフトウェア名称) 
ＡＡＡＡＡ 

バ ー ジ ョ ン ▲▲▲▲▲▲▲▲ 

メ ー カ ー 名 ㈱△△△△ 
 

税 理 士 署 名 押 印  ○印  

 

※
税
務
署
処
理
欄 

同 時 提 出 申 請 書 回 付 先 整 理 簿 

個人（消費）・資産・資料・法人（消費）・源泉 管理 
運営 

 個人・資産・資料・法人･源泉 
 

諸税・酒（               ） 諸税・酒・局（       ） 

通信日付印 確認印 みなし承認年月日 入力年月日 入力担当者 番号確認 （摘要） 

年  月  日  年  月  日 年  月  日    

（１／２）  

令和元年９月30日以後の提出に用いる申請書です。 

備付け開始日の３月前の日までに提出する必要が
あります。 
（注）新たに業務を開始した個人又は新たに設立され

た法人の場合、特例があります。詳しくは、記載
要領の「１ 申請期限」を参照ください。 

 
 

認証番号等は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（Ｊ

ＩＩＭＡ）のホームページや購入したプログラム（ソフトウェア）
の説明書等に記載される認証番号等を確認の上、記載してくださ
い。 

なお、保存に使用するプログラム（ソフトウェア）のみＪＩＩ
ＭＡの認証を受けているときは、当該保存に使用するプログラム
（ソフトウェア）の概要を記載し、作成に使用するプログラム（ソ

フトウェア）については、「８ その他の参考となる事項」欄に当
該作成に使用するプログラム（ソフトウェア）の概要を記載して
ください。 

承認を受けようとする帳
簿の保存義務等が規定され
ている税目の名称を全て記
載してください。 

承認を受けようとする全
ての帳簿について、経理規
程等に基づいた帳簿の個別
名称を記載してください。 

備付け開始日は、
原則として課税期
間の初日となりま
す。 

納税地等と保存場所が異なる場
合は、上段に納税地等、下段に保
存場所を二段書きで記載してくだ
さい。 
※保存場所は各税法において定め
られた場所となりますが、情報処
理センターで処理しているなど保
存媒体が遠隔地にある場合であっ
ても、当該電磁的記録を保存場所
に設置されているディスプレイの
画面及び書面に速やかに出力でき
るときは、当該電磁的記録は保存
場所に保存等がされているものと
して取り扱われます。 



 

 

添
付
書
類 

１ 電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類（当該電子計算機処理を他の者に委託

している場合には、その委託に係る契約書の写し等） 

２ 記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 

（２／２）                              

３  承認を受けようとする国税関係帳簿の作成・保存に使用する電子計算機の概要 

区      分 メ ー カ ー 名 機 種 名 台 数 
設 置 場 所 

(委 託 運 用 の 場 合 は 、 委 託 先 の 名 称 及 び 所 在地) 

パソコン・ﾌﾟﾘﾝﾀ・サーバー 
▲▲▲㈱ ＢＢＢＢＢ ５ 

台 

千代田区霞が関３－１－１ 
その他（        ) 

パソコン・ﾌﾟﾘﾝﾀ・サーバー 
㈱□□□ ＣＣＣＣＣ 35 

台 

同上 
その他（        ) 

パソコン・ﾌﾟﾘﾝﾀ・サーバー 
  １ 

台 
〔委託先〕●●クラウドサービス㈱ 
神奈川県横浜市中区山下町△―△ その他（        ) 

パソコン・ﾌﾟﾘﾝﾀ・サーバー 
 

 

 
 

台 

 
その他（        ) 

パソコン・ﾌﾟﾘﾝﾀ・サーバー 
   

台 

 
その他（        ) 

４ 所轄外税務署長を経由して提出する理由（法第６条第６項の規定を適用しようとする場合） 

 

５ 業務の開始の日又は設立の日（新たに業務を開始した個人又は新たに設立された法人が提出期限の特例

（法第６条第１項ただし書の規定）を適用しようとする場合） 

         年     月   日 

６  取りやめの届出書を提出し、又は取消しの通知を受けた国税関係帳簿の種類及びその年月日（この申請 

に係る国税関係帳簿について、電磁的記録による保存等の取りやめの届出書を提出し、又は承認を取り消さ

れた後に、再び、承認を受けようとする場合） 

区     分 
対 象 と な っ た 帳 簿 の 種 類 届出書の提出 

年月日 
根 拠 税 法 名 称 等 通知書の受理 

取りやめ届出 
  年  月  日 

取 消 し 通 知 

取りやめ届出 
  年  月  日 

取 消 し 通 知 

７ 財務省令に定める要件を満たすためにとろうとする措置 

⑴ システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置（第３条第１項第３号関係） 

☑ 次の書類を備え付ける。※電子計算機処理を他の者に委託する場合は①を除く。 

①  システムの操作説明書 

② 電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類（電子計算機処理を他の者に委託する場合には 

その委託に係る契約書等）並びに電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類 

⑵ ディスプレイ及びプリンタの備付け並びに出力に関する措置（第３条第１項第４号関係） 

 ☑ 電磁的記録の備付け及び保存をする場所に出力のための電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプ

リンタを備え付けて、電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で出

力することができる。 

  □  上記以外の方法による。 

 

８ その他参考となる事項 

 ・ この申請に係る担当部署：財経部経理課、電話番号03-XXXX-XXXX 

委託運用の場合に、委託先が使用しているサー
バーのメーカー名や機種名が分からないものに
ついては、記載を省略して差し支えありません。 

参考となる事項
等を記載してくだ
さい。 

所轄税務署長に直接提出するよりも所轄外税務署長を経由して提出する方が便宜である理由が存
在する場合に、その理由を記載してください。 
例えば、①金融機関の営業所等の長が、非課税貯蓄の限度額管理に関する帳簿について承認を受け

ようとする場合においては、「各営業所等ごとに行うべき申請手続を、本店（又は一の営業所等）の
所在地で一括して行うため」や②複数の製造場を有する酒類製造者が、酒類の製造に関する事実を記
載した帳簿について承認を受けようとする場合においては、「各製造場ごとに行うべき申請手続を、
本店（又は一の製造場）の所在地で一括して行うため」等と記載します。 

 


